








令和６年１０月３日付け「固定資産仮評価書」に係る留意事項 

 

⑴ 登録免許税算出用の仮評価書です。 

⑵ 固定資産税は現在非課税のため算出できません。仮評価書を参考にしてください。 

⑶ 国土調査未実施の土地は，今後の国土調査によって地積や地目が変更され，それに伴い評価額が増減する場合があります。 

⑷ 不動産登記がある家屋に限り仮評価額を算出しています。掲載物件以外に不動産登記がない家屋（未登記家屋）が存在する

場合であって，その家屋が固定資産税の課税客体になると認められる場合は，課税対象となります。 

⑸ 償却資産（土地や家屋以外のもの）については，事業で使用する場合償却資産の申告が必要です。 

⑹ 都市計画区域内の用途区域の土地及び家屋にあっては都市計画税が賦課されます。 


